
消費生活出前講座 

「最近の消費者問題、 

悪質商法とその対処法」 
 

 消費者トラブルは、若者から高齢者まで常に私たちの身近なところにひそんでいます。 

悪質商法の手口は進化し続けており、その被害は後をたちません。 

 岩手県民生活センター相談員を講師に、消費者問題の相談事例や悪質商法とその対処

法について学ぶセミナーを開催いたします。 

この機会に是非ご受講くださいますようご案内いたします。 

 

◆開催要項◆ 

 

日 時●平成 29 年１２月１１日（月）午後 3時～4時 30 分 

場 所●リサージュ四季の抄（奥州市水沢区佐倉河字川原田 71-1） 

講 師●岩手県立県民生活センター相談員 内田澄子 氏 

受講料●無料 ＊どなたでも受講できます 

内 容●・若者をねらう悪質商法とその対処法 

    ・主婦やお年寄りをねらう悪質商法とその対処法 

    ・最近の消費者問題 

    ・契約の基礎知識 

    ・特殊詐欺 など 

申込み●下記申込書に記入のうえ、FAX にて 11 月 30 日までにお申込みください。 

 

（公社）胆江法人会女性部会 
〒023-0818 奥州市水沢区東町 4  TEL 24-3141 FAX 24-3148 

 

 

「最近の消費者問題、悪質商法とその対処法」 受講申込書 

 

胆江法人会女性部会 行き 

事業所名  住  所  

参加者名  参加者名  

※ご記入頂いた個人情報は、参加者名簿の作成、当会からの連絡・各種情報提供の目的にのみ使用致します。 


